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通常評価

資源物の持去り禁止等啓発パトロール 環境政策局循環型社会推進部
ごみ減量推進課

213-4930

http://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/soshiki/5-5-0-0-0_9.html ごみ減量推進課長　東山　和之

全部委託

（名称）  
　委託先：有限会社ライフガード
（内容）  
　資源物持去り禁止等啓発パトロール業務  

任意的事業

４　規制・指導

一般会計

平成 23

京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例  

　京都市内で持去り禁止ごみを無断で収集又は運搬する者及び不法投棄を行う者   

　缶，びん，ペットボトルの排出日である毎週水～金曜日にパトロールを実施し，持去り行為を目撃した際は，
行為者に対して条例の概要，持去りを禁止する理由及び本市の福祉施策を記載したチラシを手渡す等の周知・啓
発を行う。     
　平成２４年度からは，不法投棄の多発地域もあわせて巡回し，より積極的に市民のごみ減量・リサイクル意識
の向上とまちの美化の推進に取り組んでいる。  

　資源物の持去り行為及び不法投棄をなくす。    
　資源物の持去り，不法投棄禁止啓発パトロールを通じて啓発を行い，市民のごみ減量・リサイクル意識の向上
とまちの美化の推進を目指す。     

      5,173       5,130       4,795       6,086

100.0 100.0 100.0 100.0

      3,117       3,114       3,177       3,013

      8,290

      8,290

      8,244       7,972       9,099

      5,173       4,974       4,795       6,086

      3,117       3,270       3,177
- - - -

0103　ごみを出さない循環型社会の構築

　資源物の持去り行為に対しては，目撃情報や本市に取締りを求める声が多数寄せられていたことから，京都市
廃棄物減量等推進審議会での審議結果を踏まえ，「京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」の改正（
平成２３年４月１日改正条例施行）を行い，アルミ缶等の資源ごみの持ち去り行為を禁止した。      
　施行後，持去り行為者への周知・啓発を行うために，パトロールを実施している。      

00000045       8,290       8,244       7,97220011701937.000010098372.00007982997.000011719321.000010078840.00007974825.000011654056.000010035953.00007928690.0000局資源物の持去り禁止等啓発パトロール1030003

      3,013

（名称）　　　委託先：有限会社ライフガード（内容）　　　資源物持去り禁止等啓発パトロール業務　　京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例　　      8,244      7,972      9,099　資源物の持去り行為及び不法投棄をなくす。　　　　　資源物の持去り，不法投棄禁止啓発パトロールを通じて啓発を行い，市民のごみ減量・リサイクル意識の向上とまちの美化の推進を目指す。　　　　　　資源物の持去り行為に対しては，目撃情報や本市に取締りを求める声が多数寄せられていたことから，京都市廃棄物減量等推進審議会での審議結果を踏まえ，「京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」の改正（平成２３年４月１日改正条例施行）を行い，アルミ缶等の資源ごみの持ち去り行為を禁止した。　　　　　　　施行後，持去り行為者への周知・啓発を行うために，パトロールを実施している。　　　　　　　缶，びん，ペットボトルの排出日である毎週水～金曜日にパトロールを実施し，持去り行為を目撃した際は，行為者に対して条例の概要，持去りを禁止する理由及び本市の福祉施策を記載したチラシを手渡す等の周知・啓発を行う。　　　　　　平成２４年度からは，不法投棄の多発地域もあわせて巡回し，より積極的に市民のごみ減量・リサイクル意識の向上とまちの美化の推進に取り組んでいる。　　
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良くなった

15615652,80352,84651,103

0.1変わらない-3.3

平成



　国・府・民間事業者による類似事業はない。 　名古屋市と福岡市等で同様の事業を実施している。     

パトロール実施日数

増加することが良いとされる指標

日 157 156 156 153
157 156 153

100.0 100.0 98.1
良い 良い 良い

良い

　条例で持去りを禁止している「缶・びん・ペットボトル」の
収集日にパトロールを実施することが本事業における主たる業
務であるため。 

　本市の「缶・びん・ペットボトル」の年間収集日数を目標
値としている。　          

パトロール実施日数 件 157 156 156
       8,290        8,244        7,972

52,803 52,846 51,103

変わらない 良くなった

0.1

該当しない

-3.3

　条例改正時の付帯決議（平成22年10月28日）にて，条例の主旨の周知とトラック等を用いた大規模な持去り行為等への対策を徹底するこ
ととされている。  

変更無

個人消費性必需一般専門性経常的00000045

変更無

無

無

活動指標

無

200局個人消費性必需

■日常生活に必要不可欠なサービス（必需）

経常的

□政策的意思決定を必要とするサービス（政策的）

一般専門性

□行政上の専門知識を必要とするサービス（行政専門性）

□より多くの市民に提供されるサービス（共同消費性）

■特定の個人または集団に提供されるサービス（個人消費性）

□日常生活に必要不可欠でないサービス（選択）

■経常業務の度合いが高いサービス（経常的）

■行政上の専門知識を必要としないサービス（一般専門性）

②　必需・個人消費性 ③　経常的・一般専門性
　個人を対象とし，日常生活の維持などのため，欠かさず提供する必要のあ
るサービスが該当します。
　社会的な弱者を作らないための施策など，行政に対して最も期待されてい
るサービスが含まれています。
　【例】　生活保護など

　日常的，定型的な業務のため，政策的な判断を伴わず，また，業務を
進めていくうえで，行政の専門的な知識やノウハウ等は必要としません
。
　サービスの提供についての行政の責任を明確にするなどしたうえ，行
政以外の実施主体を積極的に検討すべき業務です。

資源物の持去り禁止等啓発パトロール

-

　 個人を対象と し ， 日常生活の維持などのため
， 欠かさ ず提供する必要のあるサービスが該当
し ます。
　 社会的な弱者を作ら ないための施策など， 行
政に対し て最も 期待さ れているサービスが含ま
れています。
　 【 例】 　 生活保護など

　 日常的， 定型的な業務のため， 政策的な判断
を伴わず， また， 業務を進めていく う えで， 行
政の専門的な知識やノ ウハウ等は必要と し ませ
ん。
　 サービスの提供についての行政の責任を明確
にするなどし たう え， 行政以外の実施主体を積
極的に検討すべき 業務です。

日

資源物の持去り禁止等啓発パトロール829082447972　国・府・民間事業者による類似事業はない。　名古屋市と福岡市等で同様の事業を実施している。　　　　　　条例で持去りを禁止している「缶・びん・ペットボトル」の収集日にパトロールを実施することが本事業における主たる業務であるため。　　本市の「缶・びん・ペットボトル」の年間収集日数を目標値としている。　　　　　　　　　　　　条例改正時の付帯決議（平成22年10月28日）にて，条例の主旨の周知とトラック等を用いた大規模な持去り行為等への対策を徹底することとされている。　　　個人を対象とし，日常生活の維持などのため，欠かさず提供する必要のあるサービスが該当します。　社会的な弱者を作らないための施策など，行政に対して最も期待されているサービスが含まれています。　【例】　生活保護など　日常的，定型的な業務のため，政策的な判断を伴わず，また，業務を進めていくうえで，行政の専門的な知識やノウハウ等は必要としません。　サービスの提供についての行政の責任を明確にするなどしたうえ，行政以外の実施主体を積極的に検討すべき業務です。

良い良い


